
＜15＞ 

(2) 流域市町 

1) 千葉市 
法令等名称：雨水貯留槽と雨水浸透ます設置補助制度について 
指定状況 ：雨水浸透ます設置ができない場所及び適さない場所が指定されている。 
 

 
 

2) 船橋市 
法令等名称：船橋市雨水浸透桝設置指導基準 
指定状況 ：適用除外の指定をしている。 
 

 
 

3) 佐倉市 
法令等名称：雨水貯留浸透施設設置基準 
指定状況 ：設置禁止区域等が指定されている。 
 

 



＜16＞ 

4) 鎌ケ谷市 
法令等名称：雨水浸透枡の設置をお願いします。 
指定状況 ：設置が不適切な箇所を挙げ、注意を促している。 
 

 



＜17＞ 

5) 八千代市 
法令等名称：八千代市雨水排水施設整備指導指針 
指定状況 ：雨水調整施設の設置区域等が指定されている。 
 

 
 



＜18＞ 

(3) その他 

1) 市川市 
法令等名称：雨水調整施設整備に関する技術指針 
指定状況 ：施設の適用区域を指定し、そこで適用除外についても指定している。 
 

 
 

2) 我孫子市 
法令等名称：我孫子市雨水抑制施設設置補助金交付要綱 
指定状況 ：適用除外の指定がされている。 

 
 



＜19＞ 

3) 小金井市 
法令等名称：雨水浸透施設の技術指導基準 
指定状況 ：設置禁止区域が指定されている。 
 

 
 

 


